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１．タクシー運賃制度
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■運賃ブロック（全国69地域）ごとに一定の運賃幅を国土交通省が設定。

■各事業者は、運賃幅の中から採用する運賃を決定。

■運賃幅自体を見直す「運賃改定」は、事業者からの申請に応じて実施。

〔具体例〕東京都特別区・武三地区の運賃幅（普通車）

距離制運賃 時間距離併用制

(時速10km以下に時間分加算)初乗運賃(1.096km) 加算運賃

A運賃（上限） 500円 255m 100円 1分35秒 100円

B運賃 490円 260m 100円 1分35秒 100円

C運賃 480円 266m 100円 1分40秒 100円

D運賃（下限） 470円 271m 100円 1分40秒 100円

①現行の運賃幅 (事業者は、以下A～D運賃のいずれかから採用する運賃を決定)

②これまでの運賃幅の変遷

平成２年 520円 （運賃改定 : 改定率9.6%）

平成４年 600円 （運賃改定 : 改定率12.3%）

平成７年 650円 （運賃改定 : 改定率9.4%）

平成９年 660円～590円 （幅運賃導入・消費税3%→5%）

平成19年 710円～630円 （運賃改定 : 改定率7.2%）

平成21年 710円～680円 （特措法施行による下限見直し）

平成26年 730円～700円 （消費税5%→8%）

平成29年 410円～380円 （初乗距離2km→1.052km）

令和元年 420円～390円 （消費税8%→10%） 

令和４年 500円～470円 （運賃改定 : 改定率14.24%）

（※）下限未満の運賃は、タクシー特措法上、国土交通省に指定された地域では認められない。

タクシーの運賃について
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タクシーの運賃制度について

■タクシーの運賃は、道路運送法に基づく国土交通大臣の認可事項となっている（注）。
■距離制運賃について、平成31年に事前確定運賃を、令和2年に一括定額運賃を、令和3年に相乗運

賃を導入する等、運賃制度の柔軟化を進めている。

距離制運賃

定額運賃

施設及びエリアに係る定額運賃

イベント定額運賃

観光ルート別運賃

時間制運賃

事前確定運賃

：旅客の乗車地点から後者地点までの実車走行距離に応じた運賃（初乗・加算）
※10km/h以下の運送に要した時間を加算距離に換算し、距離制メーターに併算する時間距離併用運賃も適用

：距離制運賃により難い運送（観光地の周遊、冠婚葬祭等）であって、営業所等で特約がある場合に適用される運賃

：特定の空港、鉄道駅等と一定のゾーンとの間の運送に適用

：イベントの開催期間中、特定の空港、鉄道駅等から開催場所に移動する旅客の運送に適用

：あらかじめ設定された観光ルートに沿った運送に適
用

：配車アプリ等を用いて乗車前に運賃額を確定する運賃。

相乗運賃

一括定額運賃 ：定額で複数回のタクシーの利用券を一括して設定する運送に適用（定期券・回数券）

割増・割引運賃

：運送開始前に互いに同乗することを承諾する場合相乗りが可能であり、乗車距離に応じた運賃の按分を原則とする。

：深夜早朝割増、冬季割増、公共的割引（身体障害者割引等）、遠距離割引、営業的割引を設定することが可能。

基本運賃

その他

（注）供給過剰地域ではタクシー特措法が適用され、国土交通大臣が定める運賃の範囲内で運用する必要がある。

（※）事前確定運賃の場合、最大2割の割増が可能

料金

迎車回送料金

サービス指定
予約料金割増

旅客の要請により乗車地点まで車両を回送する場合に適用。
  需要の増減に応じ迎車料金を変動させることも可能（変動迎車料金）。

：予約によりワゴン車等を配車する場合に適用（届出）

：

車両指定配車料金

時間指定配車料金 ：旅客の指定した時間に車両を配車する場合に適用（届出）

※その他：不当な差別的取扱いをするものではなく、かつ、旅客が利用することを困難にするおそれがないものである場合に設定可能
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タクシーの運賃改定の手続について

① 事業者が運賃改定を申請

② 標準能率事業者の収支が赤字であるかの審査

○ 最初の申請から３ヶ月以内に、運賃ブロック内の法人全車両数の5割の申請があった場合に
②以降の手続を開始（申請が5割に達した段階で3ヶ月を待たずに審査開始）

（参考）今回の運賃改定については、約９割が申請

○ 運賃ブロックの法人から、標準能率事業者（※）を抽出し（全体の５割）、その実績年度
の収支平均が赤字である場合に③以降の手続を開始

（※）原価、サービス、効率性が標準的な事業者のこと。

③ 運賃改定率を算定

④ 消費者庁に協議／消費者委員会及び物価問題に関する関係閣僚会議に付議

○ 標準能率事業者から、保有車両数等に偏りが出ない
よう原価計算対象事業者を抽出し（30者※）、その経
営に必要な営業費に適正な利潤を加えた総括原価を求
め、総収入がこれと等しくなる運賃改定率を算出。
※東京の事業者数は合計306者

○ なお、特定地域・準特定地域である場合には（東京
都特別区・武三地区は後者に該当）、地方公共団体、
タクシー事業者、労働組合、消費者団体及び学識経験
者からなる協議会に意見聴取が必要。

⑤ 公定幅運賃を公示／その１月後に施行

○ 100万人以上の都市に係る場合は消費者庁協議が必要。また、一定の場合には（東京都特別区の

タクシー事業者に関係する場合等）、消費者委員会及び物価問題に関する関係閣僚会議付議が必要。
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令和７年度における運賃改定の状況（令和8年1月6日時点）

○運賃改定実施済の地域・・・・21地域

○運賃改定公示中の地域・・・・3地域

○運賃改定審査中もしくは申請中の地域・・・・35地域
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２．消費者のサービス利便性の確保・向上
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タクシー運転士増加による供給の改善
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◼ 令和４年の運賃改定により、東京のタクシー運転士は増加を続け、その結果タクシーが
配車されやすい状態になっており、旅客の利便が大きく向上している。

※ タクシー運転士 R4.11月（前回改定時）： 61,997人 → R7.10月： 66,470人 （4,473人増）
※平均年齢 ： 55.6歳、全国平均 ： 63.3歳
※ タクシーのマッチング率（車両手配数/利用者からの申込数））について、R5と比べ、R7においては約９割の時間帯で改善



ユニバーサルデザインタクシーの普及について

（一社）東京ハイヤー・タクシー協会｢東京のタクシー2025｣から国土交通省が抜粋

○バリアフリー法に基づく 「移動等円滑化の促進に関する基本方針（告示）」において、各都道府県における総車
両数の約２５％をＵＤタクシーとすることを目標としている。 

○東京都においては、約２万台（導入率約６５％）となっている。
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レベル１（スロープ耐荷重：300kg）

トヨタ JPN TAXI
R2/1/14 認定

日産 セレナ
R６/7/10 認定

トヨタ シエンタ
R６/４/15 認定

トヨタ ノア/ヴォクシー
R６/5/22 認定

日産 NV200バネット
R６/7/10 認定

※

レベル準１（スロープ耐荷重：200kg）

ホンダ ステップワゴン
R６/11/20 認定

主なＵＤ認定車両について

レベル準１ レベル１ レベル２

購入
補助

車両本体価格の
1/3
（上限40万円）

車両本体価格の
1/3
（上限60万円）

車両本体価格の
1/3
（上限60万円）

税制
支援

自動車重量税、自動車税（環境性能割）の減免
（ただしエコカー減税あり）

国の支援措置
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子育てタクシー分野における取組み

○子育て家庭の多様なニーズに対応した一般タクシーと同水準のサービスが受けられるよう、全国規模で定期的
な講習、 研究や情報交換等の取組を進めるべく、平成18年6月、（一社）全国子育てタクシー協会が設立。

○同協会の令和6年度末時点における会員事業者数は123社、認定運転士数は1,795名。
○子育てタクシー運転士の認定、運転士向け研修などによる専門運転士のスキルアップ等の実施。

出典：一般社団法人子育てタクシー協会HP 東宝タクシー株式会社HP 都タクシー株式会社HP

運転士養成講座
子育てタクシーに必要な知識に
かかる講義、子育てママの体験、
またチャイルドシートの装着訓練
などの実施により、お子さんやそ
の保護者、また妊婦の方に、より
安全・安心に利用いただけるよう
知識・能力の習得を図る
（研修時間：7時間）

子育てタクシーの役割
・陣痛時や緊急時、事前に登録した情報を
基に研修を受けた認定運転士がお迎えに
あがり、迅速に指定の病院へ運送

・通院や検診、お出かけ時、目的地までの
運送に加え、ベビーカーや荷物の積み下
ろしの補助 等

看護師と連携した取り組み
「小児救急看護認定看護師」（小
児プライマリケア認定看護師）の
方に、子育てタクシー協会が主
催する運転士養成講座に講師と
して来てもらうなど、実際に病院
で勤めている看護師と連携

（一社）東京ハイヤー・タクシー協会｢東京
のタクシー2025｣から国土交通省が抜粋 10



女性ドライバー応援企業認定制度

・長時間労働／勤務時間の調整が難しそう
（子どもの行事等に合わせた休暇を取りたい）

・福利厚生がよくなさそう

・年配男性が多く、女性が少ない

・パートタイム勤務等、柔軟なシフト設定が可能

・スキルを活かしたサービス提供が求められている
（子育て・マタニティタクシー、観光タクシー等）

・一部タクシー事業者では保育所と連携

・女性運転士を応援する企業が増加

タクシー運転士に対する固定観念 目指すイメージ

女性が活躍できる業界への転換

〇 認定基準

①雇用目標：女性運転士の雇用目標を設定していること

②労働環境：女性運転士を含め、従業員が働きやすい施設・勤務
形態の整備等に取り組んでいること、または整備に向
けた目標が明確であること

③情報提供：労働環境に係る情報（勤務形態、福利厚生等）を 

公表していること

 認定事業者を国土交通省HPで紹介

 認定事業者に対して、勧誘パンフ・キャラクター※の使用権を提供

○認定状況

・平成28年6月～令和7年6月現在：８７９社

※車体用
ステッカーロゴマーク
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タクシー事業者の取り組み事例

A社

○女性ドライバー応援企業認定日
平成28年６月

○女性比率（認定日→令和７年6月末時点）
9.4％ →14.6％（+5.2％）

<女性専用トイレの設置>

○女性ドライバー応援企業認定日
平成28年６月

○女性比率（認定日→令和７年6月末時点）
7.1％ →9.6％（+2.5％）

<女性用更衣室の設置> <女性用ロッカーの設置><男性用トイレのみ>

⚫ 認定事業者879社については、順次、女性雇用の拡大に向け取り組んでいるところ。

⚫ 女性運転士の比率は、平成28年に認定制度を創設以降、約2.9％増加（全国平均）

B社
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女性運転士数の推移（全国）

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

女性運転士数（人） コロナ以降

約35％増

13



女性運転士数の推移（東京）
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東京観光タクシーについて

東京観光タクシードライバー認定要件

東京シティガイド検定

東京の魅力を自信を持って紹介できる
人材を育成することを目的とし、東京が
全国に先駆けて実施している制度

東京観光タクシードライバー認定研修

専用テキスト・ＤＶＤを使い、観光タクシー運
転士に必要な基本的サービスや知識、言
葉づかいや身だしなみなど、講義・ロールプ
レイングで行う研修

駐車場等の優遇

東京観光タクシー営業時のロゴマグネット貼付、認定証提示により、以下の施設において優遇。

東京タワー・・・駐車場無料
東京スカイツリー・・・駐車場２時間無料
皇居・・・観光タクシー専用駐車場を確保（１回1,000円）
都庁・・・優先駐車場に駐車可能、駐車場１時間無料

24,039,700 
28,691,073 

31,191,856 31,882,049 

4,115,828 
245,862 

3,832,110 

25,066,350 
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0
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10,000,000

15,000,000

20,000,000
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年
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訪日外国人観光旅客のための取組み

○ 東京の法人タクシーは、訪日外国人観光旅客の利便性向上のため、スマートフォンアプリによる配車サービスや、
多言語対応タブレット端末の導入を行っている。

（一社）東京ハイヤー・タクシー協会｢東京のタクシー2025｣から国土交通省が抜粋
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訪日外国人観光旅客のための取組み

○ （一社）東京ハイヤー・タクシー協会において、「TSTiE（タスティー）ドライバー」認定制度を創設し、認定を受けた
運転士が、訪日外国人観光旅客に対し、英語での観光案内を行っている。

○ また、（公財）東京タクシーセンターにおいて、訪日外国人観光旅客への接遇向上のため、外国人旅客接遇研修
及び外国人旅客接遇英語検定を実施している。

（一社）東京ハイヤー・タクシー協会｢東京のタクシー2025｣から国土交通省が抜粋 17



３．東京都特別区・武三地区の運賃改定
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東京の運賃改定の内容について

19

●改定率 １０．１４％

●改定の理由

＜1km＞
（例）東京駅～日本橋

現行 500円
改定 500円（＋0円）

＜4.6km（東京の平均乗車距離）＞
（例）東京駅～浅草寺

現行 1,900円
改定 2,100円（＋200円）

＜10km＞
（例）東京駅～お台場

現行 4,000円
改定 4,400円（＋400円）

ユーザーの利便性を高めるための投資（約２％）、賃金アップなど運転士の労働環境改善（約７％）、
燃料費高騰（約１％）等に伴う費用増を考慮。

○ 東京中心部（東京都特別区・武三（武蔵野市・三鷹市）地区）の運賃については、国が公示する運賃
幅の範囲内に届出されることとなっている。

○ 国は区域内の半数以上の事業者からの申請を受け、標準的な事業者（約３０者）の標準原価を算定
し、公示運賃を決定。

距離制運賃 時間距離併用制

(時速10km以下に時間分加算)初乗運賃 加算運賃

現行運賃 500円/1.096km 100円/255m 1分35秒 100円

改定運賃 500円/1.0km 100円/232m 1分25秒 100円

●改定後の運賃について、乗車距離に応じた試算



○運送収入が増加している場合であっても、人件費や物価等費用がそれを上回る水準で増
加している状況

○特に、タクシー事業における費用の約７割を占める人件費が大きく上昇している傾向（最低
賃金の推移については、２３ページを参照）

○道路運送法では、「適正な原価に適正な利潤を加えたもの」とされているが、令和６年度の
収支率は９７．５％となっており、現行の運賃水準ではこれをまかなえていないことになる。

○具体の算定根拠は次のページ

考え方
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原価計算対象事業者（３０者）の詳細について

車両規模 事業者数 車両数 事業者数割合 車両数割合

（参考）特別区・武三交通圏全体

事業者数割合 車両数割合

1～５０ 8 314 26.7% 11.2% 29.5% 9.7%

５１～１００ 13 884 43.3% 31.6% 42.7% 32.9%

１０１～１５０ 4 463 13.3% 16.6% 14.2% 17.8%

１５１～２００ 2 338 6.7% 12.1% 6.9% 12.7%

２０１～ 3 798 10.0% 28.5% 6.6% 26.9%

合計 30 2,797 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

○事業者数割合、車両数割合について

○燃料別車種の割合について

LPG ガソリン 電気 水素 合計

2,719台
(97.2%)

45台
(1.6%)

32台
(1.1%)

1台
(0.1%)

2,797台

参考
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輸送人員の推移
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（人）

2,100万人

1,900万人

1,700万人

1,500万人

1,300万人

1,100万人

900万人

特別区・武三地区における輸送人員の推移

R3.10月

11月

12月

R4.1月

2月

3月

4月

5月

6月
7月

8月

9月

10月

11月

12月

R5.1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

R6.1月
2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

R7.1月

2月

3月 1,900万人

1,700万人

1,866万人

参考



東京の最低賃金の推移 参考

766 791
821 837 850 869 888 907

932 958
985 1,013 1,013

1,041 1,072
1,113

1,163
1,226 
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